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伝統的建造物群保存対策調査の結果と今後の取組について 

１．これまでの取組状況 

市には三町地区（昭和５４年選定）、下二之町大新町地区（平成１６年選定）の２つの伝統的

建造物群保存地区（以下「伝建地区」という。）があり、地域住民の理解と協力を得ながら歴史

的な町並みの保存と活用に取り組んできた。 

旧高山城下町のうち、明治期に大字空町とされた鉄砲町から宗猷寺町にかけての地域は、寺

町とも呼ばれる東山寺院群及び高山別院と周辺の寺院群が含まれ、周囲の豊かな自然環境とと

もに伝統的建造物や町並みが残っている（この地域の地理的・歴史的なまとまりを端的に表現

する呼称として「寺町空町地区」と称する。）。このため、市では伝建地区の拡大について様々

な検討を行い、各種計画への位置づけを行うなど、その取組を推進してきた。 

また、令和２～５年度には、寺町空町地区の伝統的建造物や町並みを後世に残すとともに、

市民の歴史遺産に対する誇りと愛着を深め、高山を訪れる方に魅力を感じてもらえるよう、伝

建地区を拡大し、当該地区の保存整備と活用を図るため、伝統的建造物群保存対策調査（以下

「保存対策調査」という。）を実施した。 

平成２０年１１月  歴史的風致維持向上計画に伝建地区拡大の検討を位置づけ 

平成２７年 ４月  第八次総合計画に伝建地区拡大の推進を位置づけ 

平成２７～２８年  文化庁による旧城下町の伝建地区候補の現地指導の結果、寺町空町地 

区が、全体として選定候補になり得ると評価される 

令和 ２年 ４月  第八次総合計画(後期計画)の重点事業に寺町空町地区の調査、地区拡 

大の推進を位置づけ 

令和 ２～ ５年度 寺町空町地区の保存対策調査を実施 

令和 ６年～ 文化庁との協議、伝建地区保存審議会への報告・協議、地域住民との

意見交換を実施 

令和 ７年 ３月  第九次総合計画の重点事業に寺町空町地区拡大を位置づけ 

２．保存対策調査の結果 

（１）寺町空町地区の特性 別紙１ 

・金森氏による城下町の整備の際、武家地と寺社地とされた。金森氏の国替により武家屋敷

のほとんどが破却され農地に替わったが、その後徐々に宅地化が進み現在に至っている。

・城下町時代の地割（土地の区画）や道路、水路、石垣などが現在も残っている。
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・寺町空町地区では様々な土地利用がされてきたことを反映し、町家、農家、別荘、長屋な

ど多様な建物が現在も残っている。

・２つの寺院群は城下町の建設と同時に整備され、別院周辺に浄土真宗寺院が集中するなど

高山らしい特徴を持っている。

・近世から近代の高山で活躍した様々な大工が関わった社寺建築が現在も残っている。

（２）保存対策調査で示された伝建地区の範囲 別紙２ 

・調査範囲のうち、優れた社寺建築が多く残っている東山寺院群及び高山別院と周辺の寺院

群。また、寺院群周辺や江名子川沿いの伝統的建造物が群として残っている範囲を保存地

区とすることが適当である。

３．伝建地区の拡大に係る地域の現状と課題及び今後の取組 

（１）現状と課題

・保存対策調査等により優れた景観や町並みが評価されているが、人口減少、少子高齢化が

進行し建物の取壊しや建替え等が進んでいる。

・地域住民に伝建地区制度の十分な周知が図られていない。

・寺内景観保存区域、東山景観保存区域以外では保存会が組織されておらず、地域住民主体

の町並み保存の体制が整っていない。 別紙３

（２）今後の取組

・寺町空町地区の景観や町並みが保存対策調査等において高く評価されていることや、伝建

地区の制度について各町内会などへ説明を行う。

・これまでも町並保存会が主体となって町並み保存の取組を継続してきた経緯を踏まえ、保存

対策調査で提案された範囲を中心に地域住民と協議し、保存会の結成を図りながら、伝建地

区の拡大に向けた取組を進める。 

・地域住民との協議結果を踏まえ、最終的な伝建地区の範囲案を決定する。

４．スケジュール 

令和７年度  地域への調査結果の報告、伝建地区制度の説明、意見聴取 

伝建地区の範囲案の決定に向けた地域との協議 

令和８年度～ 地域との協議を踏まえ、伝建地区の範囲案の決定 

伝建地区の都市計画決定や国の選定に向けた手続きの実施 

※伝統的建造物群保存地区（伝建地区）制度について 参考資料
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高山市寺町空町伝統的建造物群保存対策調査で示された伝建地区の範囲 

保存対策調査範囲のうち伝建地区の候補として示されたのは、東山寺院群及び高山別院と周辺の

寺院群。また、町家や農家などの伝統的建造物が群として残っている下記の地域。 

・東山各寺院の門前町をなしていた宗猷寺町、天性寺町、愛宕町、若達町の一部

・別院に接して連続的な歴史的景観を形成する鉄砲町、大門町

・江名子川沿いの歴史的景観を形成する宗猷寺町、天性寺町、愛宕町、若達町、吹屋町、

大門町、鉄砲町の一部

なお、将来的には寺町空町地区内のその他の地域も伝建地区として保護できるよう、合意形成を

図るべきであるとされている。 

別紙２ 

『高山 寺町空町 伝統的建造物群保存対策調査報告』を一部改変
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伝建地区と市街地景観保存区域 

別紙３ 

今回示された範囲のうち、 

保存会が組織されていない地域 
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